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令和○年○月○日  

 

川越市上下水道事業管理者  

野 口 幸 範   様  

川越市上下水道事業経営審議会  

会  長    青  木   亮  

 

 

下水道使用料の改定について（答申） 

 

令和 7年 7月 8日付け川総企第 157号をもって諮問のあった標記の件について、全

○回にわたり慎重に審議を重ね、意見をまとめましたので、下記のとおり答申します。

なお、審議の経緯や意見をまとめたものとして、答申書附属資料を作成しました。 

 

記 

 

１ 改定の必要性 

川越市の下水道施設の状況は、管きょ老朽化率が、平成 30年度末で 6.8％でした

が令和 5年度末では 14.8％と、老朽化が急速に進行しています。また、東日本大震

災を契機として耐震化の必要性が高まっているものの、耐震化率は令和 5年度末で

19.2％と低い水準にあり、老朽化への対応と耐震化を着実に進めることが求められ

ています。 

一方、経営面では、原材料費や燃料費の高騰に伴う建設コストの上昇や、技術者

の担い手不足等に伴う人件費の上昇、汚水処理にかかる費用として埼玉県に支払う

流域下水道維持管理負担金の値上げ等の影響により、下水道事業の費用は増加して

います。現行の使用料水準のままでは令和 7 年度以降赤字となる見込みであり、健

全な経営を維持していくことが極めて困難な状況です。 

こうしたことから、令和 6年度に、川越市上下水道事業経営戦略（令和 7年度版）

が策定され、下水道使用料の改定を折り込んだ投資・財政計画を作成しています。

当審議会では、経営戦略に基づき、下水道使用料改定の必要性について改めて審議

した結果、将来にわたって安全・安心な下水道サービスを継続していくためには、

下水道使用料の改定はやむを得ないものと判断しました。 

 

２ 改定の考え方 

⑴ 使用料算定期間 

社会経済情勢の変化に柔軟に対応する必要があり、また、流域下水道維持管理

負担金の単価が 5 年ごとに見直される見込みであることから、使用料算定期間は

「令和 7 年度から令和 11 年度まで」の 5 年間とすることが適当であると判断し

ました。 
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⑵ 改定時期 

現行の使用料水準のままでは令和 7 年度以降赤字が見込まれることから、早急

に使用料改定を行う必要があります。しかしながら、使用料改定は市民生活や事

業活動に影響を及ぼすため、周知期間を十分に確保する必要があることから、使

用料改定時期は「令和 8年 10月 1日」が適当であると判断しました。 

 

⑶ 改定率 

今後、施設の老朽化への対応や耐震化、流域下水道維持管理負担金の値上げ等

による経費の増加により、財源の不足が見込まれます。 

この財源不足を補うため、使用料改定と企業債借入れについて世代間負担のバ

ランスを考慮した結果、改定率は 40％程度に設定することが妥当であると判断し

ました。 

 

⑷ 使用料体系 

① 二部使用料制 

基本料金と従量料金で構成される二部使用料制は、下水道事業者としては基

本料金で固定費の一部を安定的に回収することができ、使用者としては従量料

金で自らが使用した量に応じて支払うことができる、という合理性がある使用

料体系であることから、継続して採用することが適当であると判断しました。 

  ② 排除量区分 

近年の傾向を分析した結果、各区分の構成比率に大きな変動がみられず、ま

た、今後当面は産業構造の変化も想定されないため、現行の排除量区分を継続

して採用することが適当であると判断しました。 

  ③ 用途区分 

現在の用途区分は「家事用その他」と「公衆浴場用」の 2 つを設定していま

す。「公衆浴場用」は一般公衆浴場（いわゆる銭湯）がその適用対象であり、銭

湯は公衆衛生の向上に寄与する施設であることから、使用料を低廉に抑えるた

めに設定された用途区分になります。このことから、2つの用途区分を継続して

採用することが適当であると判断しました。 

なお、「公衆浴場用」の使用料については、その用途区分の設定理由に鑑み、

今回は使用料改定の対象とはせず、現行の使用料を継続して採用することが適

当であると判断しました。 

 

⑸ 使用料の算定方法 

① 使用料対象経費の経費分解 

令和 10年度の使用料対象経費（4,279,936千円）を「需要家費※」、「固定費」、

「変動費」に分解した結果、需要家費 98,777 千円、固定費 3,758,446千円、変

動費 422,713千円となりました。

    なお、使用料対象経費のうち流域下水道維持管理負担金については、荒川右   
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岸流域下水道の経費の実態に応じて、「固定費比率 70％・変動費比率 30％」で

分解することとしました。 

※ 需要家費とは、排除量とは関係なく、下水道使用者の存在によって発生する費用 

② 基本料金・従量料金への配分 

基本料金については、需要家費は全額、固定費は一般家庭等への影響も考慮

し審議を行った結果「30％」を配分し、従量料金については、変動費は全額、

固定費は 70％を配分することが適当であると判断しました。 

 

⑹ 改定使用料表 

基本料金については、経営の安定化を図るために固定費の配分割合を他団体並

みに引き上げるとともに、従量料金については少量使用者に一定程度配慮し、大

口使用者に過度な負担とならないようにするため、以下のとおり改定することが

適当であると判断しました。なお、平均改定率は 38.1％となります。 
 
 「家事用その他」改定使用料表（1月につき・税抜き） 

区 分 

基本料金 
従量料金 

排除量 金額(1 ㎥につき) 

 

 

 

657円 

10立方メートルまで 50円 

10立方メートルを超え 20立方メートルまで 90円 

20立方メートルを超え 30立方メートルまで 119円 

30立方メートルを超え 50立方メートルまで 147円 

50立方メートルを超え 200立方メートルまで 170円 

200立方メートルを超え 500立方メートルまで   198円 

500立方メートルを超える分 215円 

 

【附帯意見】 

① 下水道使用料の改定は 17 年ぶりであり、市民生活や事業活動への影響は大

きいと考えられるため、使用料改定を行う際には、公共下水道の現状や改定の

必要性について市民、事業者に丁寧に説明や周知を行うこと。 

② 周知方法は、広報紙や上下水道局だより、ホームページなどに限らず、幅広

く伝わるよう様々な手段を用いて情報提供に努めること。 

③ 大地震や局地的な大雨などの自然災害や下水道施設の老朽化などへの対策の

重要性が増していることを踏まえ、施設の更新や耐震化などの対策を適切に行

うこと。 

④ 将来にわたって安全・安心な下水道サービスを提供するため、引き続き効率

的な事業運営に努めること。 

⑤ 下水道使用料は 5 年を目安に定期的に検証を行い、その際には社会経済情勢

の変化を的確に把握すること。なお、見直しをする際は世代間負担の公平性に

も配慮すること。 
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１ はじめに 

 

  当審議会では、下水道使用料について、平均改定率 38.1％の改定を行うことが適

当である内容の答申を令和○年○月○日付け行いました。 

  本答申書附属資料は、審議の経緯や、審議会で出された意見についてまとめたも

のです。 

 

 

２ 改定の必要性 

 

⑴ 川越市公共下水道事業を取り巻く環境 

公共下水道は、公衆衛生の維持や水質保全、浸水防止に欠かせない社会基盤であ

り、市民の清潔で快適な生活を支える役割を果たしています。 

川越市の公共下水道事業は、県内他団体に先駆けて第一次下水道工事が昭和 2年

に竣工し、その後も積極的に整備が進められたことにより、令和 7年 3月末には普

及率が 87.6％に達し、多くの市民が公共下水道を使用して生活しています。 

こうしたなか、令和 7年 1月に県内で発生した大規模な道路陥没事故を契機とし

て、老朽化した管きょの更新や大地震等の自然災害への備えの重要性が改めて認識

されています。 

また、近年、原材料費や燃料費の高騰、人件費の上昇などにより、老朽化した下

水道施設の維持管理や更新にかかる経費が増加していくことが懸念されています。

さらに、埼玉県の流域下水道維持管理負担金 1㎥当たりの単価は、令和 6年度まで

は税込み 32円でしたが、令和 7年度には 38 円、令和 8年度からは 43円と、2年間

で 34.4％の引き上げが行われることとなりました。 

このように経費が増大していく一方、主に人口減少に伴う水需要の減少により、

下水道使用料収入の減少が見込まれています。また、使用料の対象となる経費を使

用料収入でどの程度回収できているかを示す指標である「経費回収率」が 100％を

下回る状況が続いており、経営環境は、より厳しくなることが見込まれています。 

 

⑵ 令和 7年度版経営戦略の策定 

 このような課題に対応するため、令和 6年度に、川越市上下水道事業経営戦略（令

和 7 年度版）が策定されました。同戦略においては、事業の現状と課題を整理し、

将来の事業環境を予測して経営の基本方針を定め、それらをもとに、今後 10 年間

の投資・財政計画が作成されています。この投資・財政計画においては、将来にわ

たって安全・安心な下水道サービスを継続していくことができるよう、必要な施設

更新や維持管理を行うための財源を確保するために、令和 8 年 10 月に 40％、令和

13年 10月に 10％の使用料改定が必要であるとの結論に至っています。 
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⑶ 使用料改定の必要性 

  当審議会では、川越市上下水道事業経営戦略（令和 7年度版）に基づき、改めて

使用料改定の必要性について審議を行いました。現行の使用料体系を継続した場合、

令和 7 年度に赤字となり、以降、経営状況が悪化していくことが見込まれました。

したがって、健全な事業経営及び将来にわたり安全・安心な下水道サービスを提供

していくためには、使用料改定を行うことはやむを得ないものと判断しました。 

 

 

３ 改定の考え方 

 

⑴ 使用料算定期間 

  使用料の算定にあたっては、一定の期間を定め、その期間内における収支均衡を

図ることが必要です。社会・経済情勢の変化に柔軟に対応するためには定期的な使

用料体系の見直しが必要であること、また、埼玉県に支払う流域下水道維持管理負

担金の単価についても今後 5年ごとに見直される見込みであることから、使用料算

定期間は、「令和 7年度から令和 11年度まで」の 5年間に設定することが適当であ

ると判断しました。 

 

⑵ 改定時期 

  先述のとおり、令和 7年度から令和 8年度にかけて流域下水道維持管理負担金が

大幅に引き上げられることなどから、令和 7年度以降赤字を計上する見込みとなっ

ているため、早急に使用料改定を行う必要があります。一方、使用料改定は市民生

活及び事業活動に影響を及ぼすものであるため、改定内容に係る周知期間を十分に

確保する必要があります。これらを考慮した結果、使用料改定時期は「令和 8年 10

月 1日」が適当であると判断しました。 

 

⑶ 改定率 

今後、施設の老朽化への対応や耐震化、流域下水道維持管理負担金の値上げ等に

よる経費の増加により、財源の不足が見込まれます。 

この財源を確保する際は、使用料改定（現世代負担）による資金の確保と、企業

債借入れ（将来世代負担）による資金の確保のバランスを考慮する必要があります。 

将来世代にできるだけ負担を先送りせず、現世代との負担のバランスを考慮した

結果、改定率は 40％程度に設定することが妥当であると判断しました。 

 

⑷ 使用料体系  

① 二部使用料制 

現在は、排除量によらず一律で負担いただく基本料金と、排除量に応じて負担

いただく従量料金で構成される「二部使用料制」を採用しています。二部使用料

制は、下水道事業者にとっては基本料金で固定費を安定的に回収することができ、



- 3 - 

 

使用者にとっては従量料金で自らが使用した量に応じて支払うことができる合理

性のある使用料体系であることから、継続して採用することが適当であると判断

しました。 

 

② 排除量区分 

現在は、排除量区分を 7 区分に分けて設定しています。この排除量区分につい

て近年の傾向を分析した結果、各区分の構成比率に大きな変動がみられず、また、

今後当面は産業構造の変化も想定されていないため、現行の排除量区分（7区分）

を継続して採用することが適当であると判断しました。 

 

③ 用途区分 

現在の用途区分は「家事用その他」と「公衆浴場用」の 2つを設定しています。

「公衆浴場用」は一般公衆浴場（いわゆる銭湯）がその適用対象であり、銭湯は

公衆衛生の向上に寄与する施設であることから、使用料を低廉に抑えるために設

定された用途区分になります。そのため、現在、市内に銭湯は存在しませんが、

2つの用途区分を継続して採用することが適当であると判断しました。 

なお、「公衆浴場用」の使用料については、その用途区分の設定理由に鑑み、今

回は使用料改定の対象とはせず、現行の使用料を継続して採用することが適当で

あると判断しました。 

 

⑸ 使用料の算定方法 

① 使用料対象経費の経費分解 

使用料体系の検討にあたり、日本下水道協会「下水道使用料算定の基本的考え

方（2016年度版）」の経費分解基準に従い、使用料対象経費を「需要家費」、「固定

費」、「変動費」に分解しました。結果、使用料改定後の平均的な経営状況を示す

こととなる令和 10年度の使用料対象経費（4,279,936千円）は、需要家費：98,777

千円、固定費：3,758,446千円、変動費：422,713千円に分解されました。 

なお、経費のうち、埼玉県の流域下水道維持管理負担金の分解については、前

回（平成 21年度）の使用料改定時には、県が 1㎥当たりの単価を以て請求してい

ることから全額を変動費としていましたが、荒川右岸流域下水道の経費の実態に

応じて、「固定費比率 70％・変動費比率 30％」で分解することとしました。 
 

（参考）経費の種類 
 

需要家費：排除量とは関係なく、下水道使用者の存在によって発生する費用 

固定費 ：排除量とは関係なく、施設の規模に応じて固定的に発生する費用 

変動費 ：排除量の増減に応じて発生する費用 
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② 基本料金・従量料金への配分 

「下水道使用料算定の基本的考え方（2016 年度版）」に従い、需要家費は全額

を基本料金に、変動費は全額を従量料金に配分することとしました。 

固定費については、川越市では、固定費のうち基本料金に配分している割合が

7.9％程度（令和 6年度）と低い状況にありますので、「30％※」を基本とし、一般

家庭等への影響も考慮した「25％」・「20％」とする案についても審議しました。 
 

※ 固定費の基本料金への配分割合 30％を基本とした理由 

・ 現状、固定費の基本料金への配分割合が低く、将来的に排除量の減少が見込

まれる中、経営の安定化を図るためには基本料金収入の割合を高めていく必要

があること 

・ 日本下水道協会は、固定費の 30％を基本料金に配分する例を示していること 

・ 国土交通省による全国の下水道事業団体への調査結果から、全国的に固定費

の 30％程度が基本料金に配分されているものと推察されること 

・ 受益者負担適正化のため、全使用者に基本料金を一定程度ご負担いただく必

要があること 

 

⑹ 改定案 

固定費の基本料金への配分割合に応じて案Ａ（30％）・案Ｂ（25％）・案Ｃ（20％）

の 3つの使用料表を作成しました。 

  基本料金については、需要家費の全額と、固定費については案ごとの配分割合に

応じて配分額を算定し、その合計額を請求件数（すべて 1か月換算）で除して算出

しました。 

従量料金については、すべての案で最小の排除量区分である「10㎥まで」の改定

後の単価を 50 円とし、その他の排除量区分についてはおおよそ同率の改定率を乗

じて改定単価を算出しました。

【各案の使用料表】                 （１月につき・税抜き） 

区分 排除量 現行 
案Ａ 

(固 30％) 

案Ｂ 
(固 25％) 

案Ｃ 
(固 20％) 

基本料金 200円 657円 556円 455円 

従量料金 

10㎥まで 45円 50円 50円 50円 

10㎥を超え 20㎥まで 80円 90円 98円 105円 

20㎥を超え 30㎥まで 105円 119円 128円 138円 

30㎥を超え 50㎥まで 130円 147円 159円 170円 

50㎥を超え 200㎥まで 150円 170円 183円 197円 

200㎥を超え 500㎥まで 175円 198円 214円 229円 

500㎥を超える分 190円 215円 232円 249円 

平均改定率 38.1％ 38.4％ 38.4％ 
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【（参考）各案の使用料早見表】            （１月につき・税抜き） 

排除量 現行 案Ａ 案Ｂ 案Ｃ 

10㎥ 650円 1,157円 1,056円 955円 

20㎥ 1,450円 2,057円 2,036円 2,005円 

30㎥ 2,500円 3,247円 3,316円 3,385円 

40㎥ 3,800円 4,717円 4,906円 5,085円 

50㎥ 5,100円 6,187円 6,496円 6,785円 

60㎥ 6,600円 7,887円 8,326円 8,755円 

70㎥ 8,100円 9,587円 10,156円 10,725円 

80㎥ 9,600円 11,287円 11,986円 12,695円 

90㎥ 11,100円 12,987円 13,816円 14,665円 

100㎥ 12,600円 14,687円 15,646円 16,635円 

500㎥ 80,100円 91,087円 98,146円 105,035円 

1,000㎥ 175,100円 198,587円 214,146円 229,535円 

2,000㎥ 365,100円 413,587円 446,146円 478,535円 

5,000㎥ 935,100円 1,058,587円 1,142,146円 1,225,535円 

10,000㎥ 1,885,100円 2,133,587円 2,302,146円 2,470,535円 

20,000㎥ 3,785,100円 4,283,587円 4,622,146円 4,960,535円 

 

⑺ 改定案に対する意見 

  上記⑹で検討した各改定案に対しては、委員から様々な意見がありました。主な

意見を抜粋して以下に掲載します。 

 

【案Ａに対する主な意見】 

① 将来、排除量が減少していくことを考えると、固定費の基本料金への配分割合を 30％

とする案Ａにしておかないと経営が成り立たなくなると思われる。 

② いずれの案を採ってもどこかに負担がかかるのは避けられないのであれば、経営面

を考えて案Ａが良いと考える。 

③ 基本料金はある程度引き上げる必要がある。安定的な収入を確保するには案Ａの基

準が妥当である。 

④ 少子高齢化の進行や少人数世帯の増加を考慮すると案Ａが妥当。将来的な安定経営

を図ることが重要である。 

⑤ 今回の使用料改定で節水の進行に拍車がかかることが予想されるため、案Ａのよう

に基本料金である程度賄う必要がある。 
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⑥ 大口使用者への過度な負担増は業績悪化を招き、従業員の賃金上昇や雇用にもマイ

ナスの影響を与える懸念があるため、案Ａが妥当と考える。 

⑦ 案Ａは大口使用者の改定率が比較的低く抑えられるため、企業誘致などの面で有利

になると思われる。 

⑧ 案Ａは従量料金単価の改定率に著しい差がなく、大口使用者である企業にも過度な

負担をかけず、バランスが取れている。 

⑨ 案Ａは「10㎥まで」区分の単価と「500㎥を超える分」区分の単価の差額が少なく、

受益者負担の観点から見ても優れている。 

⑩ 一般家庭だけでなく、現在市内で事業を営む企業への負担も考慮すると、案Ｂまたは

案Ａが妥当であると考える。 

⑪ 案Ａが良いと考えるが、10㎥の使用料の県内順位が上位になる点は憂慮する。 

⑫ 案Ａは少量使用者と大口使用者の改定率の乖離が大きく、少量使用者への負担が大

きい。 

⑬ 案Ａは排除量がゼロの場合、現行に比べ最も改定率が高くなることを憂慮する。 

⑭ 案Ａは少量使用者への負担が大きい案であるが、生活困窮者への配慮については使

用料とは別の手段で検討すべきではないか。 

 

【案Ｂに対する主な意見】 

① 【再掲】一般家庭だけでなく、現在市内で事業を営む企業への負担も考慮すると、案

Ｂまたは案Ａが妥当であると考える。 

② 経営的には基本料金の割合は高い方が良いが、一般家庭の負担を考えると急激な値

上げは好ましくないと考える。バランスの取れた案Ｂが妥当と考える。 

③ 案Ｂは固定費の基本料金への配分割合が 25％であるが、その合理的理由は見出せな

い。また、「10㎥まで」区分の改定率に対し、他区分の改定率を約 2倍とするのは過

度な負担差であると考える。 

 

【案Ｃに対する意見】 

① 一般家庭の視点で見ると、案Ｃで少しでも負担を抑えたいと考える市民は多いと思

われる。また、極めて少ない排除量で生活している生活困窮者への一定の配慮は必

要なため、基本料金が安い案Ｃが妥当と考える。 

② 企業誘致については税金での対応も可能と考えると、大口使用者に一定の負担を求

める案Ｃでも良いと思われる。それにより節水等、使用抑制の効果も期待される。 

③ 案Ｃは、市内で事業を営む企業への影響が大きすぎる。 

④ 案Ｃは既存企業への負担を考えると現実的ではないと思われる。 

⑤ 案Ｃは固定費の基本料金への配分割合が 20％であるが、その合理的理由が見出せず

固定費の安定的な回収につながらない。また、「10㎥まで」区分の改定率に対し他区

分の改定率を約 3倍とするのは、過度な負担差であり問題であると考える。 
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４ 結びに 

 

下水道使用料の改定に係る答申については、公共下水道事業を取り巻く環境を確

認し、使用料改定の必要性、使用料体系のあり方などの検討を行ったうえで、平均

改定率 38.1％の案Ａとしました。 

改定案を決めるに当たっては、公共下水道事業の経営の安定化を図る観点や少量

使用者、大口使用者へ求める負担の程度の観点などにおいて様々な意見が出されま

した。その中で、少量使用者に一定程度配慮がなされ、大口使用者に過度な負担と

ならない案Ａを支持する意見が多く出されました。一方で、「極めて少ない排除量で

生活している生活困窮者への一定の配慮は必要である」など、案Ｂ、案Ｃについて

支持する意見も出されました。 

答申は案Ａとなりましたが、こうした議論を経て結論に至ったものであり、下水

道使用料の改定を行う際には、様々な意見があったことにも留意してください。 

最後に、今後も、川越市上下水道ビジョン並びに川越市上下水道事業経営戦略（令

和７年度版）に基づき、安全・安心な下水道サービスが将来にわたって提供される

ことを期待します。 
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【資料１】 

 川越市上下水道事業管理者から審議会への諮問書 
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【資料２】 

 令和７年度 川越市上下水道事業経営審議会開催経過 
 

回 日程・会場 議 事 

第１回 

令和７年７月８日（火） 

川越市北公民館 

会議室１・２号 

〇諮問 

〇下水道使用料の改定について 

第２回 

令和７年７月２４日（木） 

川越市中央公民館 

軽体育室 

〇下水道使用料の改定について 

 ①下水道使用料改定率（案） 

 ②下水道使用料算定の基本的な考え方について 

第３回 

令和７年８月１８日（月） 

川越市中央公民館 

軽体育室 

〇下水道使用料の改定について 

 ①下水道使用料 基本料金の算定について 

第４回 

令和７年１０月２日（木） 

川越市やまぶき会館 

Ｂ・Ｃ会議室 

〇下水道使用料の改定について 

 ①下水道使用料の改定案について 

第５回 

令和７年１０月２３日（木） 

川越市中央公民館 

軽体育室 

〇下水道使用料の改定について 

第６回 

令和７年１１月１３日（木） 

川越市役所 

７Ａ・７Ｂ会議室 

〇下水道使用料の改定について 
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【資料３】 

令和７年度 川越市上下水道事業経営審議会委員名簿       （敬称略） 
 

区 分 氏 名 所属団体等 

会 長 青 木   亮 東京経済大学 経営学部教授 

副会長 佐 野 勝 正 公認会計士 

委 員 
江 田   崇 

（令和 7年 9月 29日から） 
川越市議会議員 

委 員 中 野 敏 浩 川越市議会議員 

委 員 
村 山 博 紀 

（令和 7年 9月 28日まで） 
川越市議会議員 

委 員 柿 田 有 一 川越市議会議員 

委 員 片 野 広 隆 川越市議会議員 

委 員 桐 野   忠 川越市議会議員 

委 員 小ノ澤 哲 也 川越市議会議員 

委 員 吉 野 郁 惠 川越市議会議員 

委 員 山 崎 宏 史 東洋大学 理工学部教授 

委 員 宮 岡   寛 川越市自治会連合会 

委 員 新 井 康 夫 いるま野農業協同組合 

委 員 山 口 陽 子 川越市女性団体連絡協議会 

委 員 野 口 典 孝 川越東部工業会協同組合 

委 員 菅 間 和 範 川越商工会議所 

委 員 横 山 三枝子 かわごえ環境ネット 

委 員 村 上   直 公募 

委 員 佐久間 佳 枝 公募 

 


